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１．はじめに

※学校間仕切の詳細な説明は「学校間仕切とは」を参照ください。
リンク先：日本パーティション工業会HPダウンロード各種資料「学校間仕切とは」（学校間仕切とは_第４版）

老朽化対策に関する政府全体の取り組みとして平成25年6月に閣議決定した「日本再興戦略」に
基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ
長寿命化基本計画がとりまとめられました。
この計画に基づき、文部科学省は所轄施設等の長寿命化に向けて行動計画及び個別施設毎の長寿
命化計画を策定し、計画策定に係わる手引きで押さえておくべきポイントや具体的な考え方等を
示しています。

学校間仕切は教育施設等で長寿命化に対応できる製品であり、環境と安全に配慮した製品です。
学校施設における長寿命化・長寿命化改修への計画策定にあたって、学校間仕切での取り組みに
ついてポイントや対応事例を紹介します。
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https://jmpa.info/websys/wp-content/uploads/2025/03/2106_%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%96%93%E4%BB%95%E5%88%87%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%AC%AC4%E7%89%88.pdf


2．インフラ長寿命化基本計画の体系

【引用】新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告の公表_文科省_参考資料02より抜粋
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3. 学校施設の長寿命化計画について

■個別施設毎の長寿命化計画
インフラ長寿命化基本計画において、各インフラの管理者が個別施設毎の具体の対応方針を
定めるものとして策定することとされた計画。
「個別施設」とは、各地方公共団体の「域内の学校施設」を指し、「学校施設の長寿命化」とは
この個別施設計画に当たるもの。

■長寿命化
建物を将来にわたって長く使い続けるため、耐用年数を延ばすこと。

■長寿命化改修
長寿命化を行うために物理的な不具合を直し耐久性を高めることに加え、機能や性能を求めら
れる水準まで引き上げる改修のこと。

【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引（概要）より抜粋

3-1．基本用語
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3. 学校施設の長寿命化計画について

【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引（概要）より抜粋

3-2．学校施設の長寿命化改修について（概要）
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【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引（概要）より抜粋

3-2．学校施設の長寿命化改修について（概要）
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4．長寿命化・長寿命化改修における取り組みのポイント

学校間仕切の長寿命化計画における要求・推奨事項

安全・安心な施設環境を確保する「学校間仕切」
●耐震対策（非構造部材を含む） P.7
●防火対策 P.8
●事故防止対策 P.9
●防犯対策 P.10～11
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教育環境の質的向上を図る「学校間仕切」
●多様な学習形態への対応 P. 12～14
●多様な学習内容への対応 P. 15
●バリアフリー化 P. 16
●木材の活用（脱炭素に貢献） P. 17～18

地域コミュニティの拠点形成を図る「学校間仕切」
●地域住民の利用を考慮した教室等の配置の変更 P. 19
●防災対策・バリアフリー化 P. 20



5．安全・安心な施設環境を確保する「学校間仕切」

5-1．「学校間仕切」の耐震対策

Point1：地震の揺れに耐えること
大地震でも間仕切の倒壊や建具の脱落がないこと。

👉 地震による学校間仕切の倒壊やランマ障子の脱落、扉の転倒により、
先生や生徒に重大な怪我を負わせる危険性を回避する。

Point2：揺れによる急激な※層間変位に追随すること
地震の揺れが納まった後に、建具の開閉が可能であること。

👉 地震による学校間仕切の層間変位により建具が開閉出来ない場合、
迅速な避難を妨げるばかりか、パニックを巻き起こす危険性がある。

・非構造部材は内壁（内装材）も含まれており、教室と廊下を隔てる
間仕切も該当。

（非構造部材の定義は『非構造部材の耐震化ガイドブック』に掲載）
・地震発生時、地震による落下物や転倒物から守り、避難の妨げに

ならない間仕切の設置。

≪参考≫
※層間変位：JIS A6512:2007『可動間仕切』では

可動間仕切が建築物の変形に対して耐
え得る性能評価として、面内変形試験
が規定されており、要求性能として、
想定される建築物の変形が高さの1/150
の面内変形とし、使用上有害な割れ及び
はがれがないこと、としている。

層間変位角θ=L/H

≪参考≫
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5-2．「学校間仕切」の防火対策

・火災時に安全な避難経路を確保する場合は、延焼拡大を防止するための防火対策が必要である。

・建築基準法施行令114条に基づき、「防火上主要な間仕切り壁」に該当する「学校間仕切」は、
不燃性能を要求される。

Point1：延焼の拡大を防止すること
火災被害を抑える目的や防火対策として、一般の建築材料と比べて発火が遅い、
不燃材料（スチール材や不燃木材等）で対応すること。

Point2： 『防火上主要な間仕切り壁』への対応
教室と廊下が「不燃材料で造られたパーティションパネル等（建具を含む。）」で区画
されているものは、この部分も開口部として取り扱うことができるため、準耐火構造の
適用範囲外として対応できる。

👉 最終的には所轄の建築主事の判断による。
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5-3．「学校間仕切」の事故防止対策

・学校施設内の様々な場所で起こる事故全般(転落、衝突、転倒、挟まれ、落下物及び遊具)に
ついて計画・設計段階における事故防止が求められています。

学校間仕切とはP64～P66参照→リンク先： （学校間仕切とは_第４版）

Point1：衝突事故を防止すること
ガラスに衝突した際にけがをしないよう安全ガラスの使用や飛散防止フィルムの貼付等を推奨する。
柱や枠等は「面取り」等で鋭利な角部を無くすように配慮すること。

Point2：挟まれ事故を防止すること
引戸を開ける際に引手や小窓の段差で指はさみを防止するため「引き残し」設計をする。
子供の足指が入らない扉下のすき間を設定する。

👉 引違い戸、障子の戸先・戸尻にゴムパッキンを設置する。

Point3：落下物による事故を防止すること
出入口上部の無目に子供がぶら下がっても、欄間障子が落下しないように、
無目のたわみ強度を上げる。

扉の転倒や欄間障子の脱落を防止するため、外れ止め等の対策をする。
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https://jmpa.info/websys/wp-content/uploads/2025/03/2106_%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%96%93%E4%BB%95%E5%88%87%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%AC%AC4%E7%89%88.pdf


5-４．「学校間仕切」の防犯対策

・学校施設の防犯対策について 【引用】｢学校施設の防犯対策について」より抜粋

第２章 学校施設の防犯対策に係る計画・設計上の留意点

３ 建物の防犯対策

(2)窓・出入口
①接地階に位置する教室、廊下等の窓・出入口については、容易に破壊されにくいものとするよう留意するとともに、

非常時の避難にも配慮しつつ、適切な施錠管理を行うことが大切である。

②職員室や事務室等の建具のガラスを透明なものとし、教職員等の視線が常に周囲に行き届き、校内の状況を把握
できるようににすることも有効である。

(3)避難経路
①非常時に児童生徒等が迅速に避難できるよう、複数の避難経路を確保する等の配慮が大切である。

②通常の施錠管理を確実に行うとともに、火災や地震等の避難時には内側から簡単に解錠できる構造にも留意する。

学校間仕切での対応

Point1：非常時の避難にも配慮しつつ、適切な施錠管理及び災害時に内側から簡単に解錠
開口部の錠前は、廊下側からはシリンダー錠で施錠管理、教室内側はサムターンで簡単に解錠できる
ようにする。

Point2：教職員等の視線が常に周囲に行き届く
間仕切の小窓や障子は透明ガラスにする。

👉 教職員の視線が届く高さ・大きさに配慮する。

Point3：非常時に児童生徒が迅速に避難できる
教室の前方、後方の2か所に出入りのしやすい引戸を設置する。
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「学校間仕切とは」から
ランマ部障子＋引き違
い戸の写真を入れる



学校間仕切での対応

Point1：出入管理
「学校間仕切の2020年のトレンド商材」で紹介している出入管理システムなどで教室・教職員室
用務員室等の出入口において、学校関係者のみが出入りできるように、管理することも可能です。
ダウンロード | 日本パーティション工業会 (jmpa.info)

W-LINE.xlsx (jmpa.info)

４ 防犯管理システムの導入

(2)出入管理
①外部からの侵入を防ぎ、学校関係者のみが出入りできるように、建物の出入口等に、必要に応じてテンキーパッド、

カードリーダー等の認証装置や遠隔操作による開閉装置を設置することも有効である。

②外部からの来訪者を的確に確認するため、門や受付場所のある建物の出入り口等に音声タイプやテレビタイプの、
インターホンを設置することも有効である。
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【引用】｢学校施設の防犯対策について」より抜粋

https://jmpa.info/download/#trend
https://jmpa.info/websys/wp-content/uploads/2021/04/trend_shibutani2020.pdf


6．教育環境の質的向上を図る「学校間仕切」

6-1．「学校間仕切」の多様な学習形態への対応

・子供たちの多様化、デジタルデバイスを使用した授業、少子高齢化による人口減少、
感染症の感染防止対策と学校教育の両立等、急激に変化する時代の中、「学校間仕切」も
教育方法・学習形態の変化に臨機応変に対応していくことが求められています。
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Point1： ※一斉学習⇔ ※協働学習、用途に合わせた空間を創設
間仕切を多連引戸にすることで廊下も教室の一部として利用可能に。

【引用】文部科学省 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方についてより抜粋

≪用語について≫
※一斉学習：一斉指導による学び
※協働学習：子供たち同士が教え合い学び合う協働的学び

【引用】文部科学省「ICTを活用した指導方法」より抜粋



6．教育環境の質的向上を図る「学校間仕切」
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・子供たちの多様化、デジタルデバイスを使用した授業、少子高齢化による人口減少、
感染症の感染防止対策と学校教育の両立等、急激に変化する時代の中、「学校間仕切」も
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Point2： ※一斉学習⇔ ※個別学習、用途に合わせて教室を有効活用 №１
移動式学校間仕切※で臨機応変に目的に合わせた空間を創設。

≪用語について≫
※一斉学習：一斉指導による学び
※個別学習：一人一人の能力や特性に応じた学び
※移動式学校間仕切：天井に設けたレール軌道を間仕切が移動することで教室や廊下などの

空間を柔軟に仕切るための学校間仕切。

【引用】文部科学省「ICTを活用した指導方法」より抜粋

＜用途に合わせた学校間仕切のレイアウト変更例＞
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14

Point3： ※一斉学習⇔ ※個別学習、用途に合わせて教室を有効活用 №２
可動式学校間仕切※で時代の変化に伴う用途変更に対応する。

≪用語について≫
※一斉学習：一斉指導による学び
※個別学習：一人一人の能力や特性に応じた学び
※可動式学校間仕切：天井、床仕上げ完了後に施工可能な後付方式の学校間仕切。

【引用】文部科学省「ICTを活用した指導方法」より抜粋



6-2．「学校間仕切」の多様な学習内容への対応
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Point1：協働学習ではグループごとの黒(白)板があると良い
「学校間仕切」の壁面をホワイトボードや電子黒板にすることで教室を有効活用できます。

・ICT(情報関連技術)の普及に伴い、学校においても児童１人１台端末環境が定着してきて
いる中、 ※ GIGAスクール構想第２期に向け、学習内容、方法にも大きな変化が訪れています。

【引用】文部科学省 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方についてより抜粋

👉従来では「紙」を画鋲で貼付する「掲示板」の需要が多くありましたが、近年「ホワイトボード＋
マグネット貼付＋プロジェクタースクリーン」をグループ毎に用意する学校が増えてきています。

≪用語について≫
※ GIGAスクール第２期：第1期で導入されたICT環境を更に発展させることを目的としたフェーズ。

以下、主な取り組み概要がある。
１．学習用端末の更新
２．デジタル教科書の本格導入
３．次世代の校務デジタル化
４．先端技術の利活用
５．MEXCBT（メクビット）の活用促進

※ MEXCBT：オンライン学習や試験を行うためのシステム



6-3．「学校間仕切」のバリアフリー化
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Point1：特に出入口周りのバリアフリー化が必要
・バリアフリー法に準じた出入口の有効開口幅を確保する
・下枠を設ける場合は段差を小さくし床に擦りつける形状とする
・出入口をハンガー引き戸にすることで下枠を排除し床の段差を解消
・小学校低学年から成人（先生）に対応したロング堀込引手を採用する
・身障者に対応した棒把手を採用する

【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引きより抜粋
学校施設の長寿命化改修の手引～：文部科学省 (mext.go.jp)

ロング堀込引手を活用した学校間仕切

ハンガー引き戸と高強度ガイドローラーの活用

日本パーティション工業会/ダウンロード/トレンド商材/【2023】中西産業㈱高耐久性
ガイドローラー

【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引きより抜粋

学校施設のバリアフリー化の推進：文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/027/toushin/1343009.htm
https://jmpa.info/download/#trend
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html


6-4．「学校間仕切」の木材活用(脱炭素に貢献)
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Point1：内装を木質化する
「木製学校間仕切」を利用することで内装材の木材比率を上げることが可能になります。

👉木材の利用を促進することで、樹木の育成過程で吸収した二酸化炭素を固定化することが可能。
脱炭素(カーボンニュートラル)に貢献します。

【引用】文部科学省 学校施設の長寿命化改修の手引きより抜粋
学校施設の長寿命化改修の手引～：文部科学省 (mext.go.jp)

「木製学校間仕切」の詳細については「学校間仕切とは～第４版」を参照してください。
学校間仕切とは～第４版 (jmpa.info)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/027/toushin/1343009.htm
https://jmpa.info/websys/wp-content/uploads/2021/08/2106_%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%96%93%E4%BB%95%E5%88%87%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%AC%AC4%E7%89%88.pdf


6-5．「学校間仕切」の木材活用(脱炭素に貢献)
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Point2：木材再生材の有効活用
製材端材や廃材を活用し、木質繊維に加工したボードを学校間仕切の構造部材に使用する

ことで木材再生材を有効活用できます。
👉環境対応、部材の軽量化、断熱、遮音等、各種芯材や緩衝材としても利用可能です。

種類 軽量タイプ 汎用タイプ 下地タイプ

密度(g/cm3) 0.20~0.24 0.23-0.29 0.30-0.34

主な特長 軽量性に優れる 軽量・適度な緩衝性 軽量性と適度な強度

用途例 畳床材(中芯)

建築用養生材、緩衝・梱包材、畳床材、着火剤
基材、芳香剤芯材、パーティション芯材、ホワ
イトボード芯材、アイロン台芯材、下地材（屋
根、壁など）、避難所仕切板

下地材（床、屋根、壁など）

代表厚さ(mm) 12.5 / 20 6 / 9 / 10 / 12 / 15 8 / 9 / 12

JIS対応
(A5905 繊維板)

-

・タタミボード
(厚さ 10、15mm)

・ A級インシュレーションボード
(厚さ 9、12mm)

・シージングボード
(厚さ 8、9、12mm)

エコマーク -
対応品あり

（厚さ 6、9、10、12、15mm）
対応品あり

（厚さ8、9、12mm）

曲げ強度(N/mm2) 0.5以上 1.0以上 2.0以上

熱伝導率(W/m・K) 0.050 0.051 0.054

◆使用例（サイズ例：910㎜×1,820㎜×t6㎜品で約3kg）

掲示板等の芯材パネル芯材 緩衝・クッション材

日本パーティション工業会/ダウンロード/トレンド商材/【2023】大建工業㈱/イン
シュレーションボードインシュレーションボード

https://jmpa.info/download/#trend
https://jmpa.info/websys/wp-content/uploads/2022/11/%E3%80%902023%E3%80%91%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%88%B1-%E9%AB%98%E8%80%90%E4%B9%85%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%85%A5%E3%82%8A.pdf


7．地域コミュニティの拠点形成を図る「学校間仕切」
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7-1．「学校間仕切」の地域住民の利用を考慮した教室等の配置変更

Point1：地域住民に学校施設を開放する際に用途に合わせてレイアウトを変更できるようにする
6-1.「学校間仕切」の多様な学習形態への対応に準ずる Ｐ7～参照

学校の中だけで学びを完結することなく、地域や社会との交流の中で、様々な人や社会の課題と向き
合う「外との学び」を推進するため、学校を地域コミュニティの拠点として捉え、地域の人たちと連
携・協働し、ともに創造的な活動を企画・立案・実行していくための「共創空間」を生み出していく
ことが重要である。地域や社会、関係機関等をつなぎ、連携・協働を図る空間は、コミュニケーショ
ンや創造性を誘発する魅力的な空間であるとともに、内と外の世界を緩やかにつなぐ縁側のように、
自然に開かれた温かみのある空間であることが望まれる。また、協働の成果を展示・発信するための
スペースを確保することも有効である。

【引用】文部科学省「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」本文P27より抜粋

「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告の公表について：文部科学省 (mext.go.jp)

7-2．「学校間仕切」の防災対策・バリアフリー化

Point1：災害時の避難所となった場合に多様な利用者を想定し「安全・安心」対策が必要
５.安全・安心な施設環境を確保する「学校間仕切」に準ずる。 Ｐ7～参照

Point2：災害時の避難所となった場合に多様な利用者を想定し「バリアフリー」対策が必要
6-3.「学校間仕切」のバリアフリー化に準ずる。 Ｐ16参照

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/044/toushin/1414523_00004.htm


8．引用（参考文献）

・｢新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について｣最終報告
「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」最終報告の公表について：文部科学省 (mext.go.jp)

文部科学省審議会_学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議(平成28年度～)出典

・「学校施設の長寿命化改修の手引～学校のリニューアルで子供と地域を元気に！～」
の公表について

学校施設の長寿命化改修の手引～：文部科学省 (mext.go.jp)

文部科学省審議会_学校施設の長寿命化改修に係る手引作成検討会(平成26年1月8日)出典

文部科学省公表の以下の資料より引用しています

・学校施設の防犯対策について
学校施設の防犯対策について：文部科学省 (mext.go.jp)

文部科学省審議会_学校施設の安全管理に関する調査研究協力者会議(平成14年11月)出典
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・「ICTを活用した指導方法～学びのイノベーション事業実証研究報告書より～」
ICTを活用した指導方法：文部科学省 (mext.go.jp)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/044/toushin/1414523_00004.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/027/toushin/1343009.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/005/toushin/021101.htm
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08/07/1369632_1_1.pdf

